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　当資料では、自動車用ディーゼル、船舶用ディーゼル、軽油及び暖房油それぞれの装置中の燃料を検査対象とし、

そのサンプル（試料）についての手引と致します。

　次の資料も和文で用意致しましたので（2012 年 11 月現在）ご案内致します：

　　♦燃料油、潤滑油及び水分中の汚染微生物検出とその数量的把握用

　　　　　　　　　　　　　　　　　マイクロブモニター 2 取扱説明書　  〔ECHA リーフレット EP119.170212〕

　　♦出荷配送施設、空港内給油施設及び航空機給油作業に於ける

　　　　　　　　　　　　　  　   航空燃料と微生物汚染日常管理手引書　  〔ECHA リーフレット EP119.170212〕

　　♦航空機燃料タンクと微生物汚染日常管理手引書 IATA 指針準拠              〔ECHA リーフレット EP096.170512〕

　　♦出荷配送施設、空港内給油施設及び航空機給油作業に於ける

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　   微生物汚染検査結果の見方　  〔ECHA リーフレット EP157.170610〕

          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 株式会社マクドナルド商会

　　　尚、ECHA マイクロバイオロジー社のウェブサイト では上記の他、様々な資料（英文）が提供されて

　　居りますので、ドメイン名を下記にご案内します：

　　　　　　　　　　　　　　　　　www.microbmonitor.com
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　　　　　　　　　　　ご留意事項とお知らせ

　当手引書による検査は、自動車用ディーゼル、舶用ディーゼル、軽油及び暖房油それぞ

れの装置中に於ける燃料を対象として、微生物汚染の有無と、その状態を判定するために

実施するものです。検査に用いるキット（別売り）は、石油製品とその含有水分中の汚染

源を対象に行う検査方法の一環としてのみ使用するものとします。

　検査キットは、付属する手引書あるいは説明書に厳密に従ってご使用下さい。

　検査結果は、採取した試料にのみ関わるものであって、必ずしもシステム内の他石油製

品に及ぶものではありません。

　検査キットは、産業上重大な影響をもたらす識別可能な微生物群を検出するために設計

されています。ただし、微生物学的な性質として、この検査方法により検出されない微生

物の存在もあり得ますことはご了解下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ECHA マイクロバイオロジー社



試料採取と検査に当っての留意点

　日常の管理を実施するに当って、常に同じ手順を踏んで試料の採取と検査を行うことが大切です。即ち、こ

のことによって時を跨いでの検査結果の比較が可能となるわけです。特に、試料採取には清潔な器具やヴァル

ヴを用いるべきで、できれば 70％のアルコール溶液でリンス又は拭って無菌化します。（検査結果が影響され

ますので、器具等にアルコール分が残ってないことを確かめてから使用して下さい。）試料採取用ボトルとア

ルコール除菌布を用意して居ります。石油燃料中の微生物量検査並びに繁殖回避と改善策を実施するに当って

の試料採取方法がエネルギー協会（本部、在ロンドン）指針で扱われています。又、ASTM D7464 実施規準に

於いて、液体燃料とその関連物質、及び微生物試験のための燃料装置からの手作業による試料採取の方法が記

載されています。

　通常、殆どの場合、微生物汚染の存在はタンク底部、特に燃料と水の境界面や燃料中に浮遊する水滴内に見

出されます。日常の監視態勢として、（最低面部又はドレン部など）低位点からの試料検査を推奨します。と、

云うのは、この部分からの試料はタンク汚染の状態が早期に、しかも最も一貫した徴候の下に得られるからで

す。たゞし、傾向を知るための一貫性を求めようとするからには、全て水分相（phase）そして境界面の直ぐ

上に位置する燃料相（phase）を日常の検査対象として推奨します。理想としては、試料を数分間立てて置き

ます（試料中の燃料の高さ１cm 当り約２分間）。こうすることで、水分がすっかり落ち着きますので、そうし

たら視認できる境界面の微粒子、水滴あるいは乳濁部が移動しないようにして、燃料相の半分下の部分から燃

料を 0.25ml 採取します。水分相又は境界面は必要ならば別々に検査可能で（推奨量 0.01ml）、通常水分相で

の汚染の方が燃料相に於けるよりも程度が高く、この事実の故に上述のように手引きが別途用意されているわ

けです。注；産業慣行上燃料相にはリッター当りの数値で、それぞれの検査結果を表します。

　汚染が増大傾向にある場合、それは数値上での限界に達している事と同じ位に重大な事態と見なします。中

程度もしくは甚大な汚染が検出された場合、新しい試料で再検査してみて下さい。一時的な汚染が示されただ

けで、対応が必要でない場合も、間々あり得るからです。勿論、重ねて同様の汚染状態が検出されたならば、

対応開始です。

　低位点での試料が、タンクから出荷されるバルク燃料の状態を必ずしも反映しているわけではありません。

それは、燃料がタンクに注入される時、タンク底部の汚染がバルク燃料に拡散され易いからでもあります。こ

のようにして、タンク底部に重篤な汚染があると、それはバルク燃料の汚染に繋がる可能性があることを示し

ているのです。特に、燃料受入れ後、製品静置に適切さを欠くことのないよう要注意です。バルク燃料層（layer）

からの試料（例えば、サクション・レヴェル又はタンク車への積み込みラックに送られた燃料の試料）を検査

することは、タンクから払い出される燃料の状態を知ることであり、燃料の品質確保にもなることです。検査

結果は試料の採取時期を表すことであり、製品静置の状況、あるいはタンク底部がかき乱されたか否かによっ

ても変動します。

　cfu/litre 脚注参照（リッター当りの微生物群落形成単位）の数値だけで、燃料が目的に適しているか否かを決

めてはいけません。バルク燃料中の重篤な汚染が示された場合は、しかるべき再検査による確認をお勧めしま

す。

　限界値として示した数字は指標としてのものです。操業状況や経験、そして予知される危険等を判断するこ

とにより、妥当と考えます。長期の貯蔵には、より厳しい規準が妥当となる場合もあり得ましょう。
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cfu ＝ colony forming unit（群落形成単位）。本書中では ml（ミリリッター）あるいは litre（リッター）当りのコロニー数を表します。
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注＊コロニー数２ヶは 8,000cfu/litre、同じく３ヶは 12,000cfu/litre に該当します。
写真はマイクロブモニター 2 検査のための代表例を示します。コロニーの大きさと形状は様々に異なるため基準とはなり得ず、あく
までも形成されたコロニー（群落）数を問題とします。ディーゼル燃料自体の検査量は 0.25ml を推奨します。ある種の燃料（B100
や舶用ディーゼルなど）は検査ゲル中でわずかにピンク又はオレンジ色になって均一に広がります。この色着きが検査結果に影響す
ることはありませんが、（0.1ml などの）より少ない量を検査してみることで結果が判り易くなるでしょう（そして、判定の調整を行
います）。

マイクロブモニター 2 によるディーゼル燃料試料検査結果判定
　　　　自動車、船舶、軽油及び暖房油装置内対象

検査結果判定チャート

100,000~1,000,000cfu/ml

判　定

受容可

要注意

要処置

～ ～

～ ～

～

～

～

>20,000cfu/litre

( 可算コロニー数 3~25 ヶ )

試　料　区　分
フィルター／タンク・ドレン又は装置底部試料

水分相（存在する場合）
( 検査量 0.01ml)

燃料相
( 検査量 0.25ml)

　バルク燃料
　　  又は
出荷された燃料

( 検査量 0.25ml)

<10,000cfu/litre欄外注＊参照
( 可算コロニー数 3 ヶ以下 )

<100,000cfu/ml
( 推定コロニー数 1,000 ヶ以下 )

<4,000cfu/litre

4,000~20,000cfu/litre10,000~100,000
         cfu/litre欄外注＊参照 ( 可算コロニー数 1~5 ヶ )( 推定コロニー数 1,000 〜 10,000)

>1,000,000cfu/ml
>100,000cfu/litre

( 推定コロニー数 10,000 ヶ以下 )

( 可算又は
  推定コロニー数 25 ヶ以下 )

( 可算又は
  推定コロニー数 5 ヶ以下 )

( コロニーなし )



タンク底部又はドレン口
からの試料採取（タンク
の経歴及び認識された危
険状況の事例に基づいて）
１ヶ月から６ヶ月毎。

燃料汚染の程度：
受入れ可

（>10,000cfu/L) ＊注

♦日常の監視続行
♦受入れ可が続く場合
　は、検査頻度を減少。
♦水があれば水抜き。
♦水分検査により受入
　れ不可の場合は、燃
　料監視頻度を増やし
　て、非汚染燃料の確
　保に努める。

燃料汚染の程度：
要　注　意

（10,000~100,000cfu/L) ＊注

♦タンクの水抜き頻度と作業
　性を高める（可能なら、汚
　染された境界面も除去）。
♦製品静置の方法を改善。
♦１ヶ月内での再検査。
♦受入れ不可の結果が続く場
　合は、頻度を上げて日常監
　視を続行。
♦水分検査を行なって、その
　結果が受入れ可の場合、汚
　染された燃料の取り込みを
　した可能性が疑われる。
♦水分検査を行なって、その
　結果が受入れ不可の場合、
　日常の監視頻度を増やして
　非汚染燃料の確保。

試料 0.25ml をマイクロブモニター 2 で検査：
♦水分が試料中に存在する場合は、境界面の
　直ぐ上の燃料から試料を採取のこと（境界
　面での水、乳濁液、又は微細物は含めない）。
♦水分相から 0.01ml の水を、必要ならば別
　途に検査可。　

燃料汚染の程度：
要　処　置

（>100,000cfu/L) ＊注

♦直ちに再検査を行って、確
　認次第、以下の処置を取る
　こと。
♦（サクション環境下、又は
　ローディング・ラックなど
　での）バルク燃料を検査し
　て燃料の品質調査及び受入
　れチェック。
♦燃料の品質に影響を及ぼす
　危険があれば、滅菌処理を
　対策する。
♦スラッジ（沈積物）がある
　場合は、滅菌処理の前にタ
　ンク・クリーニングを検討
　する。
♦タンクの水抜き頻度を上げ
　ること、又その作業の改善
　を検討（必要なら、汚染境
　界面の除去など）。
♦静置手順の改善。
♦矯正後の再検査。
♦頻度を増やして日常監視を
　続行。
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マイクロブモニター 2 によるディーゼル燃料試料の日常監視
　　　　　　  自動車、船舶、軽油及び暖房油装置内対象

＊前頁の　「検査結果判定チャート」を参照下さい。
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Units 22 & 23 Willowbrook Technology Park, 
Llandogo Road, St Mellons, Cardiff, UK, CF3 OEF.
Tel: +44(0) 2920 365930   Fax: +44(0) 2920 361195
       e.mail: sales@microbmonitor.com
       www.microbmonitor.com

検査キット製造及び総販売元

　　　  日本語版制作：　（株）マクドナルド商会　横浜市神奈川区沢
さわたり

渡 1-2
　この日本語による資料は、E

エチャ
CHA マイクロバイオロジー社（英国）の英文によるテクニカル・ガイダンス

を元に弊社にて編集制作致しました。資料中に不明、あるいはお気付きの点がございます際は、どうか弊社
までご一報賜りますようお願い申し上げます。　　　　　　　　  　　　　（株）マクドナルド商会
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